
  

 
  

 
 

 
 
 
 

 遺言公正証書を書き直したいときは 

Ｑ：私は数年前に公正証書による遺言書を

作成しましたが、今年度の税制改正で相続税

と贈与税の仕組みが大きく変わることもあり、

遺言の内容を一部修正したいと考えています。

この場合、どんな手続が必要でしょうか。 

 

Ａ：公正証書による遺言書の内容を変えた

い場合は、ふたたび公正証書による遺言書を

作成する必要があります。 

【解説】 

 民法では、遺言をした人はいつでも、その

遺言の全部又は一部を取り消すことができる

とされていますが、公正証書による遺言を取

り消すには、公正証書によらなければなりま

せん。 

 なぜなら、公正証書による遺言は、原本が

公証人役場に保管されていますから、遺言者

の手元にある正本を書き直しただけでは、前

の遺言を取り消したことにはならないからで

す。したがって、公正証書遺言の内容を取り

消すには、改めて公正証書による遺言をしな

おす必要があるというわけです。 

 なお、公正証書による遺言書を作成するに

は２人以上の証人が必要ですが、前に遺言を

したときと同じ証人である必要はありません

ので自由に選任すればよいのですが、次のよ

うな人は証人になれないことになっています。 

① 未成年者 

② 相続人となる者や遺贈によって財産をも

らう者、その配偶者、直系血族 

③ 公証人の配偶者、４親等内の親族、書記、

雇人 
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